ＪＰＴＥＣ商品化承諾の覚書

ＪＰＴＥＣ協議会 (以下甲という) と、○○○○ (以下乙という) とは、甲が商標権を有する『ＪＰＴＥＣ』の商品化承諾について、次のとおり覚書を取り交わす。

1. 甲は、乙に対し、甲が商標権を有する『ＪＰＴＥＣ』のタイトル名を使用した製品を製造・販売することを承諾する。

2. 乙は、本件製品を製造・販売するにあたって、次の事項を遵守するものとする。

(1)  乙は、本件製品を製造するについては、ＪＰＴＥＣの声価及びイメージを損なわないよう一定の水準を保ち、製品、品質の安全性に十分留意するものとし、社会的、教育的に悪影響を及ぼすおそれのある扱いをしないものとする。

(2)  乙は、本件製品の個々について、あらかじめデザイン及びレイアウトを作成し、甲の承認を得て、製造・販売するものとする。改変にあたってはその都度甲の承認を得るものとする。
3. 乙は、甲に対し、本件製品販売期間中、商標権使用のロイヤリティーを３ヶ月ごとに算出し、販売数量、金額の報告書を提出すると同時に甲の指定口座へ入金するものとする。
(1)  ロイヤリティー算定基準は、製品販売価格×４％ とする。

(2)  締切日と支払日については、以下の通りとする。

     　契約開始日より３ヶ月ごとに実売数を報告し、報告月の月末に締切、算出した

金額を翌々月末に甲の指定口座へ振込むものとする。
4. 乙は、本覚書に基づいて本件製品を製造・販売するについては、乙の責任において行い、万一営業上損失を生じた場合においても、甲にその負担を及ぼさないものとする。

5. 本覚書の修正、変更については、甲乙両当事者の協議によるものとする。

6. 本覚書の有効期限は１年間とし、期限の３ヶ月前までに甲乙いずれかから中止の申し出がない場合には自動更新する。
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